
市民の声モニター制度要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、無作為抽出の手法を取り入れ、多くの潜在的な市民の意向を把握

するほか、広く市民の意向を把握して事業に生かすため、市民の声モニター（以下「モ

ニター」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
 

（モニターの資格要件） 
第２条 モニターに応募する資格は、次に掲げる要件のすべてを満たす者（以下「登録

対象者」という。）とする。 
(1) 市内在住の 18 歳以上の者 
(2) 市職員でない者 
 
（モニターの募集） 

第３条 モニターは、さいたま市民意識調査を通じて無作為抽出された者を含め広く市

民から募集する。 
 
 （登録申込み） 
第４条 登録対象者は、モニターの登録を希望するときには、書面又は電磁的方法（電

子情報処理組織（市長の使用に係る電子計算機と、申込をする者の使用に係る電子計算

機であって当該市長等の使用に係る電気計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能

を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法を

いう。）により広聴課長に申込みをするものとする。 
２ 登録対象者は、前項の規定による申込みをする場合には、広聴課長に登録対象者に

関する次の事項を届け出るものとする。 
(1) モニターの登録を希望する旨 
(2) 住所 
(3) 氏名 
(4) 連絡先のＥメールアドレス 
(5) 前各号に掲げるもののほか、広聴課長が必要と認める事項 

  
 （モニター登録） 
第５条 広聴課長は、前条の規定による申込みがあった場合には、登録対象者から届出

を受けた情報をもとに市民の声モニターリストを作成し、全てモニターとして登録す

るものとする。 
 ２ モニターに新規登録及び更新を行った者のうち、希望した者に対し、さいたま市



みんなのアプリ内で提供するデジタル地域通貨「たまポン」を付与するものとする。 
  付与に関し必要な事項は、別に要領で定める。 
 
 （登録期間及び登録の更新） 
第６条 モニターの登録期間は、登録が完了した日から、登録が完了した日の属する年

度の翌々年度の３月末日までとする。 
２ モニターから登録期間更新の申出があった場合は、更新を認めるものとする。 
 
 （登録の取消し） 
第７条 広聴課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該モニターの

登録を取り消すものとする。 
(1) 第２条に規定する要件を欠いたとき 
(2) 登録された住所、電子メールアドレスのいずれにも送付物が到着しなくなったと

き 
(3) モニターから登録の取消しの申出があったとき 
(4) モニターとしてふさわしくない行為があったとき 
 
 （謝礼） 
第８条 モニターの活動に対しての謝礼は支払わない。 
 

（モニターの利用） 
第９条 課所等は、広聴機能の充実を目指し、市が主催するタウンミーティング、審議

会、委員会、シンポジウム、ワークショップ、講演会及び講座等（以下「講座等」と

いう。）に参加を呼びかけ、今後の事業に市民の意見を取り入れるために、モニター

を利用することができる。 
２ モニターには、市が実施するパブリック・コメントにおいて、意見を求めるための

計画案等を送付することができる。 
３ モニターには、市が実施するアンケート調査の調査票等を送付することができる。 
４ モニターには、市政への理解を深め、意見を述べやすくするために必要な市政に関

する情報を送付することができる。 
５ 個人情報を保護するために、前各項に掲げる事項以外の目的にモニターを利用して

はならない。 
 
 （モニターの利用及び報告） 
第１０条 課所等の長は、前条第１項から第４項までの規定によりモニターを利用しよ

うとするときは、市民の声モニター利用申請書（様式第１号）により広聴課長へ申請



しなければならない。 
２ 課所等の長は、モニターを利用したときは、市民の声モニター利用報告書（様式第

２号）により広聴課長へ報告するものとする。 
３ 課所等の長は、モニターが講座等に参加する場合には、アンケート調査を実施し、

今後の事業に市民の意見を反映するものとする。ただし、課所等の長が、別の方法に

より参加者から意見の聴取を行うときは、この限りではない。 
 

（モニターへの案内情報等の送付） 

第１１条 課所等が、郵送によりモニターに講座等の案内情報、パブリック・コメント

の計画案等、アンケート調査の調査票等又は市政に関する情報の送付を希望する場合

には、広聴課がモニターの宛名を打ち出し、課所等に渡すものとする。 

２ 課所等が、Ｅメールによりモニターに講座等の案内情報、パブリック・コメントの

計画案等、アンケート調査の調査票等又は市政に関する情報の送付を希望する場合に

は、課所等から当該データを広聴課が預かり、広聴課が送信するものとする。 

 
 （その他） 
第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、広報監が別に定める。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、令和５年２月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


